
水質汚濁防止法の一部を改正する法律の概要

（１）対象施設の拡大
有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、都道府県

知事等に事前に届け出なければならないこととする。

（２）構造等に関する基準遵守義務等
有害物質の使用又は貯蔵を行う施設等の設置者は、構造等に関する基準を

遵守しなければならないこととする。また、都道府県知事等は、当該施設が基
準を遵守していないときは、必要に応じ命令できることとする。

（３）定期点検の義務の創設
有害物質の使用又は貯蔵を行う施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法

等について、定期に点検しなければならないこととする。

改正内容

■ 昨今の調査によって、工場又は事業場からのトリクロロエチレン等の有害な
物質の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認され、その中には、
事業場等の周辺住民が利用する井戸水から検出された例もあることが判明。

■ これらは、事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等
の使用の際の作業ミス等による漏えいが原因の大半。

■ 地下水は都市用水の約２５％を占める貴重な淡水資源。一方、地下水汚染
は、地下における水の移動経路が複雑であるため、原因者の特定が難しく、自
然の浄化作用による水質の改善が期待できないこと等から一度汚染すると回復
が困難。

改正の背景

地下水汚染の未然防止のための実効ある取組の推進を図る必要

【施行期日】公布の日から１年以内で政令で定める日から施行。

【地下水汚染事例１】

貯蔵設備

○ 工場・事業場における有害物質の非意図的な漏えいや、床面等からの地
下浸透を防止！

◆平成１９年、金属製品製造工場で、溶液槽の配
管つなぎ目が劣化し、六価クロムが漏えいし、床面
の亀裂から浸透

◆平成１３年、輸送用機械器具製造工場で、トリクロ
ロエチレンの貯蔵タンクへの移し替え作業による地
下水汚染が判明

【地下水汚染事例２】

周辺井戸から検出。自治体は、井戸所有者に飲用中止を指導

生産設備
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水質汚濁防止法の主な改正内容（条文） 
 
（特定施設等の設置の届出） 

第５条第３項 

 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者（第１項

に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使

用特定施設を設置しようとする場合を除く。）又は工場若しくは事業場において有害物

質貯蔵指定施設（指定施設（有害物質を貯蔵するものに限る。）であつて当該指定施設

から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものを

いう。以下同じ。）を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事

項を都道府県知事に届け出なければならない。 
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
 二 工場又は事業場の名称及び所在地 
 三 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 
 四 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 
 五 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 
 六 その他環境省令で定める事項 
 
（計画変更命令） 

第８条第２項 

 都道府県知事は、第５条の規定による届出があつた場合（同条第２項の規定による

届出があつた場合を除く。）又は前条の規定による届出（第５条第１項第４号から第９

号までに掲げる事項又は同条第３項第３号から第６号までに掲げる事項の変更に係る

ものに限る。）があつた場合において、その届出に係る有害物質使用特定施設又は有害

物質貯蔵指定施設が第１２条の４の環境省令で定める基準に適合しないと認めるとき

は、その届出を受理した日から６０日以内に限り、その届出をした者に対し、その届

出に係る有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは

使用の方法に関する計画の変更（前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。）又

は第５条第１項若しくは第３項の規定による届出に係る有害物質使用特定施設若しく

は有害物質貯蔵指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。 
 
（有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務） 

第１２条の４ 

 有害物質使用特定施設を設置している者（当該有害物質使用特定施設に係る特定事

業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第１３条の３及び第１４条第５項に

おいて同じ。）又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定
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施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止の

ための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守し

なければならない。 
 
（改善命令等） 

第１３条の３ 

 都道府県知事は、有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施

設を設置している者が第１２条の４の基準を遵守していないと認めるときは、その者

に対し、期限を定めて当該有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構

造、設備若しくは使用の方法の改善を命じ、又は当該有害物質使用特定施設若しくは

有害物質貯蔵指定施設の使用の一時停止を命ずることができる。 
 
（排出水の汚染状態の測定等） 

第１４条第５項 

 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している

者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定

めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならな

い。 
 
 


